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Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難
を実施。

【吉井町】基本経路
①県40号→県11号→国道204号→国道35号

長崎県佐世保市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

避難先：佐世保市南部
（三川内地区公民館、他35施設)

①
②

①
②

UPZ

さ せ ぼ し

さ せ ぼ し

【江迎町】基本経路
①県道227号→西九州自動車道→国道35号
②国道204号→西九州自動車道→国道35号

えむかえちょう

よしいちょう

三川内地区公民館
みかわち

【世知原町】基本経路
①県道54号→県道53号→国道35号線
②県151号→国道204号線→国道35号線

せちばるちょう

さ せ ぼ し
佐世保市

広田地区公民館

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地
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Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

長崎県平戸市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

UPZ

【田平地域】基本経路
①国道204号→県道227号→県道139号→県道11号
②国道204号→県道227号→西九州自動車道

たびら

ひらどし

平戸港
的山大島・度島の上陸港

あづちおおしま

ひらどこう

① ②

たくしま

※平戸島・的山大島・度島の対応はｐ93～95を参照
ひらどしま たくしまあづちおおしま

【田平地域】避難先：佐世保市西部
（佐世保市振興会体育館、他20施設)

たびら さ せ ぼ し

さ せ ぼ し

佐世保市振興会体育館

平戸文化ｾﾝﾀｰ
ひらど

【平戸島（田助小学校校区及び中の原）】
基本経路：県道153号

たすけひらどしま なかのばる

避難先：平戸市
【的山大島】（長崎県立猶興館高等学校）
【度島】（平戸文化ｾﾝﾀｰ）
【平戸島（田助小学校校区及び中の原）】（平戸市立平戸中学校）

ひらどし

ひらどしま

あづちおおしま

たくしま

たすけ

ゆうこうかん

ひらど ひらどなかのばる

ひらど

ひらどし
平戸市

さ せ ぼ し

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地



長崎県壱岐市におけるUPZ内から避難先までの主な経路
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Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を
実施。

UPZ

いきし

【筒城・石田・八幡・田河地区】基本経路
県道65号→県道23号

つつき いしだ やはた たがわ

郷ﾉ浦港
三島（大島・長島・原島）

の上陸港

みしま

ごうのうらこう

【凡例】
：避難退域時検査場所（候補地）

壱岐島開発総合ｾﾝﾀｰ

勝本町ふれあいｾﾝﾀｰかざはや
かつもとちょう

いきしま

【三島・渡良・初山・武生水・柳田・志原地区】
基本経路
①県道175号→県道59号
もしくは、
②県道175号→県道25号→国道382号→

しわらやなぎだむしょうずみしま わたら はつやま

【三島・渡良・初山・武生水・柳田・志原・那賀地区】
避難先：壱岐北部（勝本浦周辺等）
（壱岐市立勝本小学校、他19施設)

いきし

やなぎだむしょうず

い き

かつもと

かつもとうら

みしま わたら はつやま しわら な か

【筒城・石田・八幡・田河地区】
避難先：壱岐北部（芦辺町箱崎周辺等）

（壱岐市立箱崎小学校、他15施設)

いしだ やはた たがわ

はこざきい き し

あしべちょう はこざきい き

つつき

※壱岐島・三島地区（大島・長島・原島）の対応はｐ96を参照。
みしまいきしま おおしま ながしま はるしま

おおしま ながしま はるしま

い き し
壱岐市

県道59号
県道174号

①

②



UPZ
【福吉校区】避難先

福岡市（12施設）

ふくよし

【一貴山校区】避難先
筑紫野市（1施設）・篠栗町（1施設）
・志免町（1施設）

ささぐりまち

しめまち

ちくしのし

いきさん

福岡都市高速

岐志港
姫島の上陸港

きしこう

ひめしま

※姫島の対応はp97を参照

【引津・可也校区・姫島】避難先
福岡市（11施設）・宗像市（1施設）・古賀市（1施設）
・福津市（3施設）・新宮町（1施設）・久山町（1施設）

むなかたし こ が し

ふくつし しんぐうまち ひさやままち

ひきつ ひめしまか や

【深江校区】避難先
福岡市（4施設）・筑紫野市（1施設）・春日市（5施設）
・大野城市（1施設）・太宰府市（2施設）・那珂川町（1施設）
・宇美町（1施設）・須恵町（1施設）・粕屋町（1施設）

かすがし

ふかえ

ちくしのし

おおのじょうし だざいふし なかがわまち

うみまち かすやまちすえまち 72

Ø 予め避難経路を複数設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を実施。

福岡県糸島市におけるUPZ内から避難先までの主な経路
いとしまし

【凡例】
：避難退域時検査場所候補地所在市町

避難所に併設される救護所にて実施

ひめしま

いとしまし
糸島市

【引津・可也校区・姫島】基本経路
県道506号→県道85号→福岡都市高速
→国道3号

ひきつ ひめしまか や

【一貴山校区】基本経路
県道49号→福岡都市高速

いきさん

【福吉校区】基本経路
二丈浜玉道路（県道54号）→福岡前原道路
→県道49号→福岡都市高速

ふくよし

にじょうはまたま まえばる

PAZ

【深江校区】基本経路
国道202号→福岡都市高速

ふかえ



他の地方公共団体からの応援計画

Ø 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、佐賀県、長崎県、
福岡県に対する関係地方公共団体からの支援策として、5つの応援協定を締結。

㋒全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（平成24年5月18日）

【応援内容】
①人的支援及び斡旋

・救助及び応急復旧等に必要な要員
・避難所の運営支援に必要な要員
・支援物資の管理等に必要な要員
・行政機能の補完に必要な要員
・応急危険度判定士、ｹｰｽﾜｰｶｰ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの斡旋

②物的支援及び斡旋
・食料、飲料水及びその他生活必需物資
・救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資

機材及び物資
・救援及び救助活動に必要な車両、船艇等

③施設又は業務の提供及び斡旋
・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる情報収集等
・傷病者の受入れのための医療機関
・被災者を一時収容するための施設
・火葬場、ｺﾞﾐ・し尿処理業務
・仮設住宅用地
・輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達及び

輸送調整に関する支援
④前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの

㋑関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相
互応援に関する協定（平成23年10月31日）

【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌
山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市）、九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災府県が要請した措置

㋐九州地方における大規模な災害時の
応援に関する協定

（佐賀県:平成23年3月7日、長崎県:平成23年3月3日
福岡県:平成23年4月26日）

【対象】
国土交通省九州地方整備局、
佐賀県土木部
長崎県土木部
福岡県県土整備部
【応援内容】
①施設の被害状況の把握
②情報連絡網の構築
③現地情報連絡員(ﾘｴｿﾞﾝ)の派遣
④災害応急措置
⑤その他必要と認められる事項

㋐九州・山口9県災害時応援協定
（平成23年10月31日）

【対象】
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐ ㋑ ㋒

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）

【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新
潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根
県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】
①原子力防災資機材の提供

・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材
・原子力防災活動資機材
・緊急時医療資機材

②職員の派遣
・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ関係職員
・緊急時医療関係職員
・その他災害対策関係職員 73


